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令和７年度監査の結果に関する報告について 

 

 

地方自治法第１９９条の規定による令和７年度監査を実施し、同条第９項の規定

により、監査の結果に関する報告を決定したので提出します。 
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監 査 結 果 報 告 
 
 
１ 監 査 の 種 類  財政援助団体等監査 

 
２ 監査の対象年度  令和６年度及び令和７年度 

 
３ 監査の実施期間 

書 類 監 査  令和７年１２月８日から令和８年２月１２日まで 

 
４ 監査の対象団体等 

本市が補助金等財政援助を行ったもののうち、次の財政援助団体への補助金を

抽出し、監査の対象とした。 

 

 （１）対象団体   

福知山マラソン実行委員会 

 

（２）対象交付金・補助金   

福知山マラソン交付金 

 

（３）交付金・補助金所管部課 

市民生活部 文化・スポーツ振興室 

 

（４）交付金・補助金の金額   

令和６年度  １４，０００，０００円 

令和７年度  １２，０００，０００円 

 

（５）主たる事務所の所在地   

福知山市字内記１３番地の１ 市民生活部 文化・スポーツ振興室内 

 

（６）団体の概要 

福知山市、福知山市教育委員会、一般財団法人京都陸上競技協会、福知山市

陸上競技協会、一般財団法人福知山市スポーツ協会、関係機関、関係団体で構

成され、マラソンを通じて、明るく住みよい活力あるまちづくりに寄与するこ

とを目的に設置された。 
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５ 監査の方法 

  監査は、財政援助に係る出納その他の事務が適正に行われているかを主眼とし

て、提出された証拠諸帳票を検査するとともに、所管課及び対象団体に聴取を行

った。 

 
６ 監査の結果 

監査の結果、以下に示す項目において改善を要する事項が認められた。 

なお、当該事項について措置を講じられたときは地方自治法第１９９条第１４

項の規定によりその旨を通知されたい。 

また、監査の際に見られた事務処理上留意すべき簡易な事項については、口頭

で改善の要望を行ったので記述を省略するが、改善を要する事項と同様に改善を

図っていただきたい。 

 

（１）契約について 

 契約書及び協定書において、起案から締結に至るまでの一連の事務処理が整っ

ていないものが散見された。再確認し徹底されたい。 

 

（２）経理処理について 

 収入及び支出の根拠となる書類の不備や支出費目に誤りが認められる。適正な

会計処理を行われたい。 

 

７ 意見・要望 

 福知山マラソン実行委員会の監査において、改善を要する事項で記載した不適

切な事務処理が見られた。 

  支出根拠となる資料の不備が見られるなど、事務処理に対する精査が行われて

おらず、証憑管理、承認手続、記録の整合性等に不備が見られ、内部統制が十分

に機能していないと言わざるを得ない。 

短期間での多大な事務処理であっても、毎年、同様の処理を行うものは事前に

チェック機能を組織的に働かせて周到な準備をしておくなど、適正な事務の執行

に努められたい。 

 


